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小牧市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の

一部を改正する規則 

 

 小牧市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年小

牧市規則第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項第３号中「公務上の」を削り、同項第４号を削り、同条

第２項ただし書中「３日間」を「一の年度において、次の各号に掲げる職

員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数」に改め、同項に次の各

号を加える。 

(1) １週間の勤務日が５日以上とされている職員若しくは１週間の勤務

日が４日以下とされている職員で１週間の勤務時間が２９時間以上で

あるもの又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で１

年間の勤務日が２１７日以上であるもの １０日 

(2) １週間の勤務日が４日とされている職員（１週間の勤務時間が２９

時間以上である職員を除く。）又は週以外の期間によって勤務日が定

められている職員で１年間の勤務日が１６９日以上２１６日以下であ

るもの ７日 

(3) １週間の勤務日が３日とされている職員又は週以外の期間によって

勤務日が定められている職員で１年間の勤務日が１２１日以上１６８

日以下であるもの ５日 

(4) １週間の勤務日が２日とされている職員又は週以外の期間によって

勤務日が定められている職員で１年間の勤務日が７３日以上１２０日

以下であるもの ３日 

(5) １週間の勤務日が１日とされている職員又は週以外の期間によって

勤務日が定められている職員で１年間の勤務日が４８日以上７２日以

下であるもの １日 

第１４条第１項第１０号中「であって、６月以上の任期が定められてい

るもの又は６月以上勤務継続しているもの」を削り、同項第１６号中「看

護」を「看護等」に、「又は疾病」を「、疾病」に、「世話を行う」を「世

話若しくは学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）第２０条の規定に

よる学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うそ

の子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市

長が定めるものへの参加をする」に改める。 



 

   附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


